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ソ連邦にbける外交資料公表の意義

江口朴郎

ソ連邦における歴史学，とくに国際政治史の面における研究は，現在大きな転換を示し

つつあるものと忌われる.既に 1956年第 20自党大会の擦にも，壁史特に 1917年の革

命を中心とする産史の，新たな視野をもっての発展の必要が強調されており，その後移し

い資料・研究の発表が促進されている.そしてそれ辻量的に大量であるばかりでなく，き

黙質的な発展を約束しつつあるものと思う.具体的地方的史料に至るまでの渉猟，また倍

人の呂想に至るまでの発表は，必然的に革命の歴史の機械的，教条約な把握を打破せざる

を得ないからでるる 1) 言わばこのようなところに，持;こ社会科学の中での「壁史」や「政

治」の強自の役割が確認されようとしてし、ると言えるであろう.

ところで， ロシア革命史その抱;こついての新しい歴史的理解が促されざるを得ない事

培法，単にソ連邦の問題ではなく，最近数年の国際情勢の発屡，変化の過程と無関係では

ない.そのような事官とも関連して，現ft史iこ関して，特に評究者の関心を集めているの

は，-国際関係史J の問題であり，事実，その苗でのソ連学界の発展も亦，著しいように思

われる.第二次世界大戦前史に関して多くの研究が発表された外，最近われわれの眼に触

れたものの中にも，科学アカデミー編 COBeTCKaHPOCCI沼 H KanHTa~HCTH4eCK凶 MHP，

B 1917-1923 rr. (1957)， E. M. )KYKOB編 Me)K，lJ.YHapO，lJ.HOeOTHoweHHe Ha lI.a~hHeM 

BOCTOKe B 1840-1949 (1956)第三板2)等があり，特に A.J1 Hap04HHI1.KHÌÌ の著 Ko~o­

HHa~hHa刃日o;rIHTHKa KanHTa.l.IHCTH4ecKHx l(ep)KaB Ha l(a~hHeM BocToKe 1860-1895 (1956) 

は精密な文献渉猟の上に立った労作であった.そして何よりも重要なことは，恐らくは，

ソ連邦自体の系統的な外交文書集瓦OKYMeHThI BHeWHeII口O"，1HTHKHCCCpSlが 1957

年から務行されはじめたことである.

そこで先ず，このように現代史の研究が促進され，特に外交文書の公表されることの意

義そのものを考え，またそこから，このような新しい方向が， どのように発展させらるべ

きかを展望することとしたい.

元来，国際政治史の研究は，国家の敦策そのものとの関連や考患の下に発展するもので

あったという意味で，政治と誼接結びつかざるを得ない側面が強いと同時に，他面では，

外交史料の問題は，国内政治の民主化の過程，産史的には議会制度の発展の過程と結びつ

いている.そのことは，普通 ColourBooks又は Farbbucherなどと総称される政府の

外交文書(実際には，大公使等，致府の出先機関と，中央政府の政策を代表する外相等と

の開の往復文書等が最も多く利吊せられる.)の刊行の産史に徴しても明らかである.即ち

イギヲスの BlueBoo主(青書)あるいは WhitePapers (白書)は何れも議会への報告

1) ロシア革命史研究の新しい動向については例えば「歴史学研究」第 217号，船木書行 γソヴヱ
ト涯史学の最近の動向について ソヴェト現代史研究の二，三の問題一一一-.l1958年 3月.
2) 邦訳「極東冨際政治史J 昭和 32年{平凡社)1951年の初版誌 1871-1945年の範囲.
3) その第 1巻は 1917年の 10月革命から 1918年末までの史料を含む.
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江口朴郎

たる調書であるが，その起源は遠く 17世紀の市民革命の時代にある.以下フランスの

Livre Jaun (黄書)が 19世紀半の封印oleonIIIの時期，アメリカの PapersRerating 

Foreign Relations of USAの蔀身たる DiplomaticCorrespondenceが南北戦争の時

期， ドイツの Weissbuch(白書)及びオーストリアの Rotbuch(紅書)が 1870年項，

更におくれてロシアの OrangeBook (澄書)が 1905年， Dumaの開会の迫っている時

期，にそれぞれ起源をもつことをみれば，外交文書の公表がそれぞれの国家の民主化の過

程と多かれ少かれ関連していることが知られるであろう.

ところで，ここでいう民主化なるものは，必ずしも単に客観的な一般国民の利益と"う

一面のみを意味するものではないことも明らかである.特に時代が進むにつれて，外交文

書発表は，国民を政府の政策の方向に動員するための手段としての意味をもって来る.1914

年 7-8月，第一次世界大戦勃発に際して，殆んどすべての交戦国が上記の ColourBoo誌

を発行したことは，そのことを顕著に物語っている.つまり，既に戦争の理由を説明せず

して，国民を戦争に動員することは不可能になっていたのであり，外交文書はこの面では，

政府によってむしろ意識的，積極的に公表されることになる.第一次世界大戦に際して，

帝政ロシアの桂書が意識的作為の下に編纂されたことは，特に著名な事実である.第一次

世界大戦の時期は，一方では秘密条約が盛に結ばれる反面，外交政策に関しても所謂プロ

パガンダが重要視されはじめた時期であった.現在でも，すべて政府資料の公表はこの二

つの側臣をもつものであることはいうまでもない.つまり，西欧側で多くの政府文書が公

刊されまた個人の回想の類が多く世に出るのに対して，ソ連僕jの史料が極めて少い一一事

実委欧米における一般の外交史，国際致治史の研究の方法乃至関心の対象からすれば，ソ

連1JIJJの外交史料は殆んど皆無に近かったと言っていし¥即ち，いかなる清況辛口断があって，

その上で一定の政策が打ち出されたかというようなことを問題とすれば，それを跡づける

ような素材詰与えられなかったからである一一ことが批判されては来たが， しかし反面

から言えば，史料の公表そのものが常に同じように研究の便宣をあたえるとし、うわけでは

なく，一面では，現代はますます作為的な公表の可龍性も増大しつつあったのである.

さて，第一次世界大戦後の世界においては，上に述べたような民主化の過程は一層進め

られる.当然あらゆる意味で，国際政治に対する一般的関心は高まらざるを得ない.

1917年のロシア革命誌，それ自身，この「帝国主義J への批判，具体的には三国協高

一一それ昌身E露敗戦後のロシアの革命化を抑え，軍国主義化する意味において反革舎的

であワ，エジプト，モロツコ，イラン等の犠牲はおいて立っている点において，植民主義

的であるーーに対する反擦を意味するものであるから，外交政策の批判，外交文書の刊行

には，劃期的な役割を果している.

即ち，第一次世界大戦の終結は，ウィルソンの '14ヵ条J の冒頭において取り上げら

れるように「秘密外交の排斥」ということを一つの重要な原則とした.これはいうまでも

なく，戦前からの民主主義的要求の一つを示すものであったことは，第二インターナショ

ナルの諸決議の物語るところである.そして 10足革命直後から，帝政時代の外交文書は，

続々と一一系統的にとは言えないが一一一公表むしろ暴露された.現在の中近東の諸問題の

ーの禍根となったアジア・トルコの三国協商による分割協定 Sykes-PicotAgreementが
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ソ連邦における外交資料公表の意義

暴露されたのも，この時であり， 1896年の有名な露清密約， 1907， 1910， 1912， 1916の

諸年に 4呂にわたって結ぼれた巨露秘密協定が註iこ知られたのもこの時である.

この時期に，外交史料が次第に公表されるに至った事信は，アメリカがそのような夜、密

条約の当事者でなく，むしろ客観的に第一次註界大戦の諸交戦国の政策を批判し得る有利

な立場iこ立ったことがウィルソンの「秘密外交の排斥」の原則をも一層の意義あらしめた

のであった.弓i続いて特にヨーロッパで、はドイツの GrossePolitikと称される 1871年

から 1914年iこ至る蓮大な外交文書の刊行が行われたのをはじめ，イギリス，フランス，

オ}ストヲアその他もその例に散った.やがてソ連でも nOKpOBCKH註の編纂する Me)K‘

JI.yHapo瓦HoeOTHOrneHHe B 3rroxy HMrrepHaJIH3Ma 1878-1917が刊行された.

しかしここでもなお，地のヨーロッパ諸国とソ連邦との外交文書刊行の基礎にある「主

義」は異っている.即ち一般的に言えば，それらはすべて第一次世界大戦の原因を究明し

ようとするものであると言えることは明らかである. しかし， ドイツ，イギリス，フラン

ス等が世界戦争の原因を問うという場合には，戦争の京国として，何れの冨の政府の政策

に責{壬を揮すべきかとし、うことが開題となっている. つまり所講 Versailles体制なるも

のは，世界戦争り責任はーにドイツにあるとする Versai1les条約の第 231条の規定をめ

ぐって弘、るのであって，最も端的に言えば， ドイツが一方的に賠鎮の義務を負う理出あり

や，とし、うような問題に保るわけである.これに対してソ連の場合には，当然根本的な

「帝国主義」の批判という態震に出発することとなる.その点は能の諸国の外交文書集が

1914年の開戦までを問題とするのに対して，ソ連の文書集が 1917年の 10月革命まで

を問題とする一事によっても明らかであろう.

このような点が，ソ連の公刊する外交史料が第二次註界大戦の時期に果した一定の意義

であるが，いうまでもなくここでは，ソ連邦自体の外交政策に関する史料は問題となって

いないわけであり，ソ達邦としては飽くまで「帝国主義」とi自帝政ロシアの批判の態度を

貫ヤてレるのであって，その点問題は比較的単純であったと言える.

第二次世界大戦はさまざまの点で新しい語題を提起する.第一に世界戦争の推進そのも

のの過程における，社会主義的な国家権力としてのソ連邦の役割とし、う，前大戦とは全く

異った新しい要因が考えられなければならなくなった.勿論それは理論的には， 1917年

以来の問題で為るが，のつびきならぬ重要性をもつに至ったのは，第二次世界大戦中，特

に独ソ戦を中心とするソ連の役割を通じてであった.従って客観的にも，国際政治史にお

いて占めるソ進邦の外交政策の比重は決定的に増大した.

そして，この場合にも，第一次世界大戦後の場合と同じように戦争の原医，更に責任の

問題が研究課題と重要な関連を持たざるを得ない.そしてまたその問題は，一方では， 日

本， ドイツ，イタリア等の旧枢軸冨のファシズム及び軍国主義批判であると共に，地方で

は米，英，iムソ等の諸政策の批判及び反省の開題と結びつかざるを得なし¥特に 1947

年以後の所謂冷戦の過程でこの開題はいよいよ深刻化せざるを得ないことになる.一つの

例を挙げれば，ソ連邦の慎jからすれば 1938年のミュンヘン協定は，英仏側の独伊枢軸に

対する「宥和政策」として，反ソ的性格のものとして捉えられることはもとより，特にそ

の点が強調されるい米英側からすれば， 1939年の強ソ不浸路協定が，ソ連邦がヒトラー
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と結ぶ不信行為として，世界戦争の重要な責任が関わるべきものとなる.一般に第二次世

界大戦後の特に「冷戦J の時期の外交史料の発表はこのような冷戦そのものを背景とする

問題点の主張と切離すことはできない.第二次大戦前の史料の刊行は多かれ少かれこのよ

うな問題観と結びつかざるを得なかった. ドイツからの占頭文書が，アメヲカ傑とソ進-sttJ

とで編纂された事情も充分そのことを物語ってお札「壁史の偽造者」として知られるソ連

のパンフレットも，この時期の問題点を反映したものであった.その点では第二次世界大

戦前の時期に関する史料の時行が一定の政治的意図と結び‘ついた「宣伝」の側面をもたざ

るを得ないことは，むしろ第一次世界大戦の原匿に関する史料以上のものであった. しか

し，ここでもソ連邦自身の内部の政策形成の過程を明らかにする材料に関しては殆んど沈

黙と同様であったと言えるであろう.

しかも，一方で，革命後「一国社会主義j を標傍して国際政治の世界に言わば孫立し

また殆んど独力で独ソ戦線を支えるという現実の中では，国家権力の役割ほ強調されざる

を得ないし，また富家意識，民族意識も特に大きく取り上げられる.第二次世界大戦を通

じてのナポレオン時代の「祖国戦争」の評価，終戦時のスターすンによる吾露戦争の評倍

等もそのあらわれであろう.つまりここでは，前の時期に比して，帝政ロシアの侵略的役

割の傑面に対して，ロシアの民族的統一の側面の方が大きく浮び上がらされるわけである.

勿論このような問題の諸傑酉は何れが重要であるかというような問題ではなく，当面する

課題と対決することによって，真理の異った俣i面が明らかにされて一向差支えないもので

ある. しかし，歴史の上で、は一つの要因のみが不当に強調されてパランスを失する場合が

しばしばあり，そのような場合に，一つの要医に毘執すればややもすれば真理や現実から

遠ざかりがちである.

何れにしても，以上のように外交史料の公表は，それぞれの国の震かれた条件，容に国

家権力と国民との関係，また国民の意識の程度によって，その目的や公表の様式は多少と

も異っている.それぞれの時期によって，自国内の国民の意志を統一し，国家の政策を支

持させるために行われるのが最も基本的であり，次第に国際的な良識や，暗殺的民族的諸

運動への考患が払われはじめていたということができるであろう.

さて， 1950年代の国際靖勢は国際致治の上での新しい段階を示しているものと思われ

る.撞く一般的に言えば，平和運動の如き，言わば民衆運動が国際政治の中で，一定の役

割を果していることは，近代世界の国捺関係史上新しい劃期であると言うことが出来る.

(勿論原子力を中心とする米ソの軍事力の関孫，中国の社会主義的体観への動向，所謂A.A

諸国の動向等多くの要因が挙げ得るが，それらを一話して，このような清勢の変化tこ含め

ることも，必ずしも不当ではないであろうJ

ソ連邦における第 20@1党大会の問題，そこでスターリン批判という形で表現された動

向も，援本的にはこのような世界史的段階と無関孫ではないで、あろう.

従ってここから始まる外交文書公表の問題には，前の時代と異った新しい意義と期待と

が示されてよいように思われる.第ーに現段階においてあらゆる方面から強調されている

のは国擦問における f話し合しつの意義で為る.ここで「話し合い」が強調され得るのは，

決して単に交渉の擦に任意に執り得る態度の変化というようなものではなく，そのような
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態度をもって平和が維持され得る客観的な条持が生まれたことを意味すると考えるべきで

あろう.そう考えれば，外交史料が公表されることの意味には，単にソ連邦の科学的研究

に対する政策が民主イとされたということ以上に大きな意義が付与されてし丸、筈である.即

ち，この新しい時代は，かつて外交政策は，専らあるいは殆んど富国民のために説明され

たもので，他国にどう受取られるかということ辻相対的には小さい問題であったが，今や

全世界;こ向って公諒されるような時代が来たことを意味している.国際的学術文化交流の

意義も，このような段階におし、て，新しい重要さを加えているというべきであろう.

さて，問題は，新しい時代にかけられる期待に対して， ソ連邦の外交史料の刊行が，ど

のような寄与を，学問上に果しているかという点である.

いうまでもなくソ連邦の外交政策に対する関心は，学界において特iこ第二次世界大戦後

格段と高まっているのであるから，ここにソ連邦棋の史料の公表されることは王に劃期的

な意義のあることとして歓迎さるべき理出があ孔特に第 1巻のみを見ても， レーニンと

スターリンとの間の，また外務人民委員と出先機関との間等の往復文書には重要なものも

含まれており，特に民間機関としてしかも外交関孫に一定の意義をもった赤十字関係の動

向，経済的諸問題の扱い方，孫丈との交渉等，少からぬ興味のある史料が公表されている.

しかし，ここでもなお，上に述べ来ったような従来の国際関孫研究史における問題観の差

はなお検討さるべき多くの点を残しており，それがむしろ今後の各冨の研究上の協力の問

題とならなければならないであろう.部ちこの外交史料について戚じられることは，ゃ;ま

号待と言っても，一定の政策がどのような過程を経て形成されたかということを明らかに

する材料はやや少く， (事実材料の残らなし、条件があるのかも知れないが)一定の基本的原

則の貫いていることを示そうとする史料が選択されてレるように思われる.これらの点は

既に度々繰返したよう;こ荷れの面が重要かという問題ではなく，それぞれの冨の研究課題，

政治的事情の問題に関係している.そのような国際政治に対する問題観や研究史の相違を

徹豆的に検討し，相互理解を深めて行く過程iここそ，今後の学舎|守的交流の課題もあるよう

に思われる.

特に革命査後のソヴィエトの外交政策は，欧米においても Schuman，Carr， Wheeler-

Bennettから最近の Kennanに至るまでさまざまの視角からの関心をもって検討されて

いるところなので，それ等の点から具体的;ここの外交文書刊行の意義を検証することが必

要であるが，その点は号IJの機会に譲りたい.
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